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様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称 水戸市建設工事入札等監視委員会 

 

２ 開催日時 令和５年 11 月 29 日（水） 午後１時 30 分から午後４時 30 分まで 

 

３ 開催場所 本庁舎４階 中会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委 員 

太田啓文，加藤尚弘，羽成英臣，蛭田清人 

(2) 執行機関 

鈴木和男，立石忠一郎，青木昌弘，赤坂麻理子，小坂部勝久，嘉成将大，大髙洋平， 

所紫織，畑岡正彦，杉山健一，林忠勝，塚田貴史，高瀬賢一，折本秀明，清水達彦， 

柴田英和 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(1) 入札制度について（非公開） 

(2) 令和５年度上期の契約状況について（非公開） 

(3) 令和５年度上期抽出案件審議（９件）（非公開） 

 

６ 非公開の理由 

会議の内容に水戸市情報公開条例第７条第３号アに掲げる不開示情報が含まれるた

め。 

 

７ 傍聴人の数 ０人 

 

８ 会議資料の名称 

(1) 水戸市建設工事入札等監視委員会抽出案件（９件）一覧 

(2) 抽出案件説明書 
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意 見 ・ 質 問 説 明 ・ 回 答 

［報告事項］ 

１ 入札制度について 

 

・低入札価格調査制度対象工事につい

て，令和４年度と比較して増加してい

るが，要因は何か。 

・令和２年度以降，全体の執行件数が減

少傾向にあります。競争がより激しく

なり，低い価格での入札が増加したこ

とに起因していると考えられます。 

［抽出案件］ 

１ 酒門 358号線道路改良(４工区)工事に

ついて 

 

・ＪＶを組む工事の基準は，何か。 ・土木工事は，予定価格１億円を超える

工事がＪＶの対象になります。 

・今回の対象業者数は何社か。 ・全体で 55 社であり，最大で 27ＪＶとな

ります。 

・入札参加者が少ないようだが，どのよ

うな理由が考えられるか。 

・本件は，工事箇所が大型分譲地への進

入路となっており，そちらの交差点を

含む現道を，片側通行規制をしながら

道路を改良する工事となります。ま

た，中大口径と呼ばれる内径 800ミリメ

ートル以上のコンクリート製の管を車

道部に埋設する工事であり，交差点を

含む現道を，片側通行規制をしながら

道路改良するものです。通行車両への

配慮が特に必要な工事であることか

ら，施工がしづらく利益が出しにくい

と判断されたことが主な要因として考

えられます。 

２ 水戸市立石川小学校長寿命化改良機

械設備（給排水）工事について 

 

・入札参加者が２社と少ないが，参加者

数を増やし，競争性をより確保するた

めの対策はあるのか。 

・水戸市の入札において，予定価格が事

前公表であるのに対して，入札参加者

は開札まで非公表としています。各参

加者は，入札参加者数について事前の

把握はできないことから，最終的に入

札参加者が少数の場合においても，一

定の競争性は確保できているものと考

えます。  
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意 見 ・ 質 問 説 明 ・ 回 答 

・高い落札率について，推定できる要因

はあるか。 

・既存の校舎を長寿命化する工事である

ことから，新築に比べて手間が煩雑に

なる点や長い工期を要する点が，理由

として挙げられます。また，技術者の

面においても，長期にわたる配置とな

りその分人件費が発生します。 

・これらの理由により，大きく利益を出

しやすい工事ではないため，入札額を

抑えることが難しかったのではないか

と考えられます。 

・分割発注による取りおり入札の制度に

ついて，説明願いたい。 

・学校施設の分割発注工事としては，本

体工事としての建築工事，それに付随

する電気設備工事，給排水設備工事及

び空調設備工事があります。同一年度

内，同一敷地内で行う工事，同日公告

の学校施設空調工事が取りおりの対象

となります。 

・参加可能者数は，何社か。 ・参加可能業者数は，構成員１について

31社，構成員２について51社となりま

す。 

・落札率が高いが，要因となる特殊性な

どがあるのか。 

・長寿命化工事であることから，長い工

期とそれに伴う，技術者の長期配置な

どが，挙げられます。 

加えて，本工事は敷地内の複数の棟を

同時に改築する工事内容になっており

ます。建築年が古い建築物について

は，建築構造や設備形態などが，棟が

増えるとより複雑になるという点もあ

り，そういった煩雑さなどを考慮して

の結果ではないかと考えられます。 

３ 水戸市立寿小学校仮設校舎賃貸借に

ついて 

 

・予定価格はどのように積算したのか。 ・プレハブ工法を用いての建築になるた

め，水戸市独自での積算は困難である

ことから，参考見積を指名業者全てか

ら徴取し，それを設計価格に反映して

います。 
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意 見 ・ 質 問 説 明 ・ 回 答 

・見積書をどのように設計価格に反映す

るのか。 

・最低見積価格を採用した上で，その見

積に掛け率を掛けて積算したものを設

計金額としています。 

・見積を提出したのは何社か。５社に指

名通知をし，１社しか応札がなかった

ということか。 

・見積は５社から提出されています。そ

の５社全てに指名通知が出され，１社

が応札，ほか４社は辞退となりまし

た。 

・見積を出した上で，入札を辞退すると

いう点について，どういった事情があ

るのか。 

・配置予定技術者の空き状況や，ほかの

手持工事との兼ね合いで見送った可能

性が考えられます。 

 また，事前の見積に対して，水戸市側

で掛け率を掛けたものが最終的な予定

価格となるため，入札の段階で，予定

価格と自社の見積を比較し，参加の可

否を判断した部分もあると考えられま

す。 

・過去の類似案件では，落札率は７割前

後だったが，今回は９割を超えてい

る。この差異について，考えられる理

由はあるか。 

・プレハブ工事はリース期間含み，工期

が長期に渡ることから，物価や資材価

格の変動状況などを見越した上で価格

の判断がなされるため，落札率は変わ

りやすいです。 

 また，入札時点で空いている技術者を

多数抱えている場合は，その技術者を

活用したいという受注者側の心理が働

いて価格競争に積極的になるため，落

札率が大きく下がることもあります。 

４ 三の丸小学校放課後学級トイレ増築

工事について 

 

・工事の内容について，詳しく説明願い

たい。 

・今回の建物は，三の丸小学校の敷地内

に設置した放課後学級用のプレハブで

す。リース契約ではなく，恒久的な放

課後学級棟として買い取りしたものに

なります。そこにトイレを 14 平方メー

トル程度増築するものです。 
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意 見 ・ 質 問 説 明 ・ 回 答 

・随意契約理由について説明願いたい。 ・160平方メートルの一棟に２教室と倉庫

があり，その倉庫脇にトイレスペース

を増築する工事となります。 

 既存のユニット化された部材であるこ

とから，接続するには同一メーカーか

つ同一規格のもので施工するのが最善

であると判断したものです。 

・予定価格については，どのように積算

されたのか。 

・随意契約の相手方から見積を徴取し，

基準で定めた掛け率を掛けて設計を組

んでいます。１社随意契約の場合は，

通常よりさらに高い掛け率を採用しま

す。 

５ 斎場火葬炉修繕工事について  

・火葬炉の修繕頻度はどれくらいか。 ・毎年少しずつ修繕を加えている状況で

す。予算の都合上，大規模な修繕を行

うのは難しいため，優先順位を決めて

年次的に維持保全を図っています。 

・より効率のよい発注についての検討は

あるか。 

・水戸市全体の斎場計画として，現在，

新斎場を建設中であり，その完成に伴

って堀町の斎場の稼働も減るとおもわ

れます。それまでは，一定の予算の範

囲内で現状維持を行い，新しい火葬炉

が稼働した後に，全体的な修繕計画を

立てていくことになると思われます。 

６ 南消防署緑岡出張所改築工事監理委

託について 

 

・予定価格の積算について，どのような

方法をとっているのか。 

・国土交通省により定められた算定方法

に準拠して積算を実施しています。「官

庁施設の設計業務等積算基準と業務料

の算定」という本が発行されており，

一般にも公開されている積算方法で

す。 

・予定価格は事前公表か。 ・随意契約の場合は，事後公表です。相

対での見積合わせを行い，受注予定者

の提示した金額が予定価格以内であれ

ば契約が成立します。 
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意 見 ・ 質 問 説 明 ・ 回 答 

・予定価格と落札価格が一致している

が，どのような理由が考えられるか。 

・業者側では，公開されている積算基準

に基づき，難易度係数を予想した上で

見積額を算出します。 

見積合わせにおいて，業者側は係数を

予想し，１回目の見積合わせで高い係

数を掛けた金額を提示し，決まらない

場合は，次の低い係数を予想して金額

を提示しているものと思われます。そ

の予想が当たった場合に 100％落札率に

なっているものと思われます。 

７ 楮川浄水場及び開江浄水場中央監視

操作施設取替工事（第１３号）につい

て 

 

・なぜ２箇所の浄水場を同時に施工した

のか。 

・監視操作施設については，楮川浄水場

から開江浄水場の状況も監視できるよ

うになっています。互いに信号でのや

り取りがあるため，同時に更新するこ

とで経費を抑えられると考えました。 

・今回の落札者は，過去の施工業者と同

じか。 

・楮川浄水場に関しては，平成 20 年と平

成 21 年に更新しており，同一メーカー

によるものです。 

・入札参加者が１ＪＶのみだが，入札は

有効なのか。 

・本件は２回目の公告であることから，

入札参加者が１ＪＶであっても成立と

なります。 

・代表者は県内業者か。 ・代表者は県外業者になります。 

８ 配水管布設替工事（第２３工区）に

ついて 

 

・随意契約理由について説明願いたい。 ・地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第１

項第６号，競争入札に付することが不

利と認められるときを適用していま

す。 

・競争入札に付することが不利とは，ど

のような状況か。 

・随意契約にすることで，工期短縮，経

費節減の面で有利と認められる場合を

指します。 
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意 見 ・ 質 問 説 明 ・ 回 答 

・設計内容のどういった部分が費用削減

となるのか。 

・土工事や舗装復旧について，道路工事

と水道工事で重複する箇所がありま

す。両工事を別個に発注する場合と比

較して，その重複箇所についての経費

を省略することができます。 

・随意契約ではなく，両工事を同時に発

注することはできないのか。 

・複数の会社が同じ現場に入ると，工程

調整等が発生する可能性が高く，水道

の供給に支障が出る可能性があるた

め，本体工事受注者との随意契約とし

ています。 

・本体工事に対する随意契約の金額の割

合が大きくとも，水戸市では全て随意

契約となるのか。 

・配水管布設替工事は，道路拡幅工事に

伴う支障移設であることから，工期短

縮及び経費削減を考慮した上で，基本

的には随意契約となります。 

・両工事を一体の工事として契約するこ

とはできないのか。 

・水戸市では上下水道事業として企業会

計を導入しており，執行権者が市長と

上下水道事業管理者とで分かれていま

す。執行権者が異なるため，両工事を

一体の案件として契約することはでき

ません。 

・茨城県では，類似案件の場合，それぞ

れの執行権者が各工事を別に発注して

いる。水戸市でも同様にできないか。 

・茨城県で管轄する水道管と，水戸市で

管轄する水道管は，性質に違いがあり

ます。 

茨城県で扱う管は導水管であり，各市

町村に対して茨城県が水を供給するも

のです。それに対して，今回の移設対

象となっている水戸市の管は配水管で

あり，市内の各地域に配水をするもの

です。各家庭の断水を防ぐため，不断

水バルブという特殊な部品を使いなが

ら，道路工事の進捗に合わせて配水管

を切り替えていく必要があります。 

したがって，一概に同じ手法を取るこ

とはできないと考えます。 

９ 国補水戸市公共下水道雨水出水浸水

想定区域図作成のための検討調査委託

について 
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意 見 ・ 質 問 説 明 ・ 回 答 

・事業の経緯について説明願いたい。 ・令和３年に流域治水関連法が改正され

たことに伴い，内水被害のリスク評価

について国から通知が出ました。 

 今回の委託業務は，それに伴って発注

したのものです。 

 内容としては，下水道施設や管渠も含

め，雨水の現況施設をモデル化し，実

際に雨が降ったときの浸水をシミュレ

ーションするという事業になります。 

 今後の下水道の施設整備や，住民への

ハザード情報について方針を立てるた

めの基礎資料となるものです。 

 


